
北 柏 ふ る さ と 公 園 レ ン タ サ イ ク ル 利 用 規 約  

 

 こ の レ ン タ サ イ ク ル は ，一 般 財 団 法 人 柏 市 み ど り の 基 金（ 以 下「 当 法 人 」と い う 。）が 管

理 運 営 を 行 っ て お り ま す 。こ の 規 約 は ，利 用 者 の み な さ ま が レ ン タ サ イ ク ル を ご 利 用 し て

頂 く 際 に 遵 守 し て 頂 く 事 項 に つ い て 規 定 し て い ま す 。ご 利 用 に 際 し て は ，こ の 規 約 を 遵 守

の う え ， ご 利 用 く だ さ い 。  

１  利 用 申 請  

  利 用 の 申 請 は ，北 柏 ふ る さ と 公 園 に 設 置 さ れ た レ ン タ サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン （ 平 日 は

北 柏 ふ る さ と 公 園 管 理 事 務 所 ） に 直 接 お 越 し 頂 き ， 利 用 申 請 書 に 必 要 事 項 を ご 記 入 頂 き

ま す 。そ の 際 ，ご 本 人 確 認 を さ せ て 頂 き ま す の で 公 的 機 関 で 発 行 さ れ た 身 分 証 明 証 等（ 運

転 免 許 証 ， パ ス ポ ー ト 等 ） を ご 持 参 く だ さ い 。  

２  利 用 期 間 及 び 利 用 時 間  

  レ ン タ サ イ ク ル の 利 用 期 間 及 び 利 用 時 間 は 次 の と お り で す 。  

 利 用 期 間  利 用 時 間  

夏 期 （ ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ）  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

冬 期 （ １ ０ 月 １ 日 か ら ３ 月 ３ １ 日 ）  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４ 時 ま で  

 ※ １ ２ 月 １ 日 か ら 春 休 み 前 日 ま で の 休 日 は 休 業 と な り ま す 。  

 ※ 利 用 期 間 内 で あ っ て も 当 日 の 天 候 等 に よ り 予 告 な く 休 業 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

３  利 用 料 金  

  自 転 車 １ 台 あ た り の 利 用 料 金 は 次 の と お り で す 。  

区 分  １ 日 利 用  ４ 時 間 利 用  

シ テ ィ サ イ ク ル  ５ ０ ０ 円   

子 ど も 用 自 転 車  ３ ０ ０ 円   

ク ロ ス バ イ ク /ミ ニ ベ ロ  ７ ０ ０ 円   

電 動 自 転 車  １ ， ０ ０ ０ 円   

タ ン デ ム 自 転 車  ２ ， ０ ０ ０ 円  １ ， ０ ０ ０ 円  

E - b ik e  ２ ， ０ ０ ０ 円   

 ※ 県 民 の 日 （ ６ 月 １ ５ 日 ） は シ テ ィ サ イ ク ル と 子 供 用 自 転 車 の み 無 料 と な り ま す 。  

 ※ 利 用 時 間 内 に 返 却 が 無 い 場 合 ，１ 台 に つ き 追 加 で ５ ０ ０ 円 を 徴 収 し ，そ の 後 １ 時 間 ご

と に ５ ０ ０ 円 徴 収 し ま す 。  

４  返 却 場 所  

  レ ン タ サ イ ク ル の 返 却 出 来 る 場 所 は 次 の と お り で す 。  

平 日  北 柏 ふ る さ と 公 園  

土 日 祝 日  北 柏 ふ る さ と 公 園 ， 道 の 駅 し ょ う な ん ， 手 賀 沼 公 園  

 ※ シ テ ィ サ イ ク ル と 子 供 用 自 転 車 以 外 は ，全 日 ，利 用 申 請 を 行 っ た サ イ ク ル ス テ ー シ ョ

ン へ の 返 却 と な り ま す 。  

５  利 用 条 件  

(1 )  貸 し 出 し ・ 返 却 と も 利 用 時 間 内 に 行 っ て く だ さ い 。  

 ( 2 )  利 用 時 間 内 の 返 却 が 困 難 に な っ た と き は ，事 前 に 利 用 申 請 を し た サ イ ク ル ス テ ー シ

ョ ン に ご 連 絡 く だ さ い 。  

 ( 3 )  利 用 者 １ 名 に つ き １ 台 の 貸 し 出 し と な り ま す 。  

 ( 4 )  小 学 生 以 下 の お 子 様 は ， 保 護 者 の 管 理 下 に お い て の 利 用 と な り ま す 。  

 ( 5 )  中 学 生 以 上 １ ８ 歳 未 満 の 方 の み で 利 用 す る 場 合 は ，当 法 人 が 別 に 定 め る 保 護 者 の 同

意 書 が 必 要 と な り ま す 。  

 ( 6 )  利 用 者 １ 名 に つ き ヘ ル メ ッ ト １ 個 の 無 料 貸 出 し が 可 能 で す 。乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト の 着

用 が 努 力 義 務 と さ れ て お り ， 着 用 を 推 奨 し ま す 。  

（ 7） チ ャ イ ル ド シ ー ト へ の 乗 車 は 小 学 校 入 学 前 の 幼 児 の み 可 能 で す 。 こ の 場 合 ， 運 転 者  

は 1 6 歳 以 上 で あ る こ と が 必 要 で す 。  

 

 



６  自 転 車 の 故 障 等  

 ( 1 )  利 用 中 に 発 生 し た タ イ ヤ の パ ン ク 等 の 故 障 又 は 損 傷 が あ っ た 場 合 は ，速 や か に 利 用

申 請 を し た サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン に ご 連 絡 く だ さ い 。 利 用 時 間 内 で あ れ ば 無 償 で 代 替

車 両 を ご 用 意 し ま す （ 代 替 車 両 の 移 送 は 行 い ま せ ん ）。  

(2 )  当 法 人 の 事 前 の 了 承 無 く 利 用 者 自 身 で 自 転 車 を 修 理 し た 場 合 ，そ の 費 用 は 当 法 人 で

は 一 切 負 担 い た し ま せ ん 。  

(3 )  利 用 者 の 故 意 に よ る 自 転 車 の 故 障 又 は 損 傷 に つ い て は ，原 則 と し て そ の 修 理 に 要 し

た 費 用 を ご 請 求 さ せ て 頂 き ま す 。  

(4 )  利 用 者 に 起 因 す る 自 転 車 の 故 障 に よ り 利 用 者 や 第 三 者 に 損 害 が 発 生 し た 場 合 に お

い て ， 当 法 人 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

(5 )  貸 出 し た 備 品（ ヘ ル メ ッ ト 等 ）を 紛 失 し た 場 合 又 は 破 損 ・ 汚 損 し た 場 合 ，実 費 相 当

額 を ご 請 求 さ せ て 頂 く こ と が あ り ま す 。  

７  事 故 ・ 盗 難 ・ 紛 失 等  

(1 )  利 用 中 に 遭 遇 さ れ た ，第 三 者 に よ る 事 故・盗 難 等 に よ り 利 用 者 に 損 害 が 発 生 し た 場

合 に お い て ， 当 法 人 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

(2 )  利 用 者 が 利 用 中 に 事 故 に あ っ た 場 合 は ，速 や か に 警 察 署 に 届 け る 等 の 法 令 で 定 め ら

れ た 処 置 を と る と と も に ，利 用 申 請 を し た サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン に「 事 故 発 生 の 日 時 」

「 場 所 」「 原 因 」「 事 故 の 状 況 」 を 報 告 し て く だ さ い 。  

(3 )  事 故 に つ い て 示 談 等 が 必 要 な 場 合 は ， 自 ら の 責 任 に お い て 行 っ て く だ さ い 。 な お ，

上 記 に か か わ ら ず ，当 法 人 が 第 三 者 に や む な く 損 害 賠 償 を 支 払 っ た 場 合 を 含 め ，当 法

人 が 被 害 を 被 っ た 場 合 は ， 利 用 者 に そ の 損 害 賠 償 を ご 請 求 す る こ と が あ り ま す 。  

(4 )  利 用 者 が 利 用 中 に 自 転 車 の 盗 難 に あ っ た 場 合 は ，速 や か に 利 用 申 請 を し た サ イ ク ル

ス テ ー シ ョ ン に 報 告 を し て く だ さ い 。 無 施 錠 に よ り 盗 難 さ れ た 場 合 等 ， 盗 難 ・ 紛 失 の

原 因 が 利 用 者 に あ る 場 合 や ，利 用 者 に よ る 重 大 な 過 失 が 認 め ら れ た 場 合 は ，損 害 金 を

請 求 す る 場 合 が あ り ま す 。 な お ， 損 害 金 受 領 後 に 自 転 車 の 返 還 が あ っ た 場 合 で も ， 損

害 金 の 返 金 は 行 い ま せ ん 。  

( 5 )  自 転 車 の 鍵 を 紛 失 又 は 破 損 し た 場 合 ，鍵 の 交 換 費 用 と し て ，そ の 交 換 に 要 し た 費 用

を ご 請 求 さ せ て 頂 き ま す 。  

(6 )  自 転 車 を「 放 置 禁 止 区 域 」等 に 駐 輪 又 は 放 置 し 撤 去 さ れ た 場 合 は ，自 転 車 の 回 収 に

要 し た 費 用 を ご 請 求 さ せ て 頂 き ま す 。  

８  禁 止 事 項  

  自 転 車 の 利 用 に 際 し ， 次 の 行 為 を 禁 止 い た し ま す 。  

 ( 1 )  運 転 中 の な が ら ス マ ホ ， 飲 酒 ・ 無 謀 運 転 ， そ の 他 交 通 法 規 に 違 反 す る 行 為  

 ( 2 )  危 険 箇 所 ・ そ の 他 不 適 切 な 場 所 で の 利 用  

 ( 3 )  自 転 車 放 置 禁 止 区 域 内 及 び 歩 行 者 や 自 転 車 の 通 行 障 害 と な る よ う な 場 所 で の 駐 輪  

 ( 4 )  自 転 車 の 改 造  

 ( 5 )  運 転 中 に 当 該 自 転 車 の 異 常（ パ ン ク 等 ）を 認 め た 場 合 に お い て も 運 転 を 継 続 す る 行

為  

 ( 6 )  利 用 申 請 者 以 外 の 者 に 使 用 さ せ る こ と  

 ( 7 )  そ の 他 ， 法 令 諸 規 則 に 反 す る 行 為  

９  利 用 の 取 り 消 し 等  

  利 用 者 又 は 利 用 申 請 者（ 以 下「 利 用 者 等 」と い う 。）が 利 用 規 約 に 違 反 し た 場 合 又 は 次

の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は ，利 用 を 取 り 消 し 又 は 利 用 を お 断 り す る こ と が あ り ま す 。な お ，

利 用 取 消 し と な っ た 場 合 に お い て も 利 用 料 金 の 返 還 等 は 行 い ま せ ん 。  

 ( 1 )  利 用 者 等 が 第 ８ 項 に 掲 げ る 禁 止 事 項 を 遵 守 で き な い と 認 め ら れ る と き  

 ( 2 )  利 用 者 等 が 暴 力 団 関 係 団 体 等 ， 反 社 会 的 勢 力 に 属 し て い る と 認 め ら れ る と き  

 ( 3 )  暴 風 等 の 悪 天 候 の と き ， 若 し く は そ れ ら が 予 測 さ れ る と き  

 ( 4 )  地 震 等 の 災 害 が 発 生 し た と き  

 ( 5 )  そ の 他 ， 当 法 人 が 適 当 で な い と 認 め た と き  

 


